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詳し い応募方法については、お住まいの都道府県・ 指定都市の担当窓口（ 裏面）にお問い合わせく ださ い。

毎年1 2 月3日から 9 日までは「 障害者週間」です。
ま いと し がつ か か しょう がい しゃ し ゅう かん

心の輪を広げる体験作文
こころ わ ひろ たい けん さく ぶん

障害者週間のポスタ ー
しょう がい しゃ しゅう かん

①応募は「 小学生区分」、「 中学生区分」、「 高校生区分」及び「 一般区分」の

いずれかとし 、未発表の作品1 編に限ります。

②作文の内容は、障害のある 人と ない人と の心のふれあいの体験を

つづったも のとし ます。

　 ※他者の作品や他の公表物等の流用や模倣、盗用、不適切な 引用

　 等（ 生成A Iの使用を 含む）を行わないでく ださ い。

③作文は、原則として4 0 0字詰原稿用紙（ B4 判またはA4 判横向き・ 縦書き）

を使用し 、「 小学生区分」及び「 中学生区分」については2 ～4 枚程度、

「 高校生区分」及び「 一般区分」については4 ～6 枚程度とし ます。

④パソコン等の電子機器による作成も 可とします。

　 ※用紙は③に準ずるも のとし ます。

⑤第三者が知的財産権を保有する 著作物を使用し ないでく ださ い。

⑥応募作品には、題名（ 作品のタ イト ル）、住所、氏名（ ふり がな）、年齢

（ 生年月日）、職業又は学校名（ 学年）、電話・ FA X番号、障害の有無・

程度、その他参考と なる事項を記入し た用紙を添付し てく ださ い。

小学生以上

※小学生以上で あれば、障害の有無に かかわら ずどな た

　 でも 応募可能です。

応 募 資 格
小学生及び中学生

※小学生及び中学生であれば、障害の有無にかかわら ずどなたでも 応募可能です。
応 募 資 格

応 募 方 法

　「 障害者週間」は、障害のある人があら ゆる分野の活動に参加すること を

促進するために「 障害者基本法」により 設けら れているも のです。こ の期間

を 中心に、障害や障害のある人に対する関心や理解を 深めるための様々な

取組が全国各地で 実施さ れます。

　 内閣府で は、「 障害者週間」の取組の一つと し て 、都道府県・ 指定都市

と 共催し て「 心の輪を 広げる 体験作文」と「 障害者週間のポスタ ー」を 募集

し ています。

　 全ての国民が、障害の有無にかかわら ず、互いに人格と 個性を 尊重し 合い、

理解し 合いながら 生きること のできる「 共生社会」を実現するため、障害や障害の

ある人に対する身近な体験や自分の思いを作文や絵にし て応募してみませんか。
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「 障害者週間のポスタ ー」

小学生区分　 最優秀賞

（ 内閣総理大臣表彰）

浜松市

浜松市立北浜小学校 ２ 年（ 当時）
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※応募する 作品の題名は、自由に設定可能です。

募集

テ ーマ

※応募する作品の題名は、自由に設定可能です。

障害の有無にかかわら ず誰も が能力を

発揮し て安全に安心し て生活できる 社会の実現

しょう
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募集
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①応募は「 小学生区分」及び「 中学生区分」のいずれかとし 、未発表の作品1 点に限ります。

②ポスタ ーの内容は、障害のある人に対する理解促進に資するも のとし 、障害のある 人と ない人の

相互理解・ 交流等を表現し たも のとし ます。

　 ※作品中に標語やそれに類する文字は入れないでく ださ い。

　 ※他者の作品や他の公表物等の流用や模倣、盗用、不適切な引用等（ 生成AIの使用を含む）を行わ

　 ないでく ださ い。

③ポスターの規格は、画用紙のB3 判（ 横364 ㎜×縦515 ㎜）又はいわゆる四つ切り（ 横3 82 ㎜×縦54 2 ㎜）

を使用し 、こ れに満たない作品は、B3 判の台紙に貼付し てく ださ い。なお、内閣府が「 障害者週間」

の広報用ポスタ ーを作成する際のレイアウト の都合上、作品は縦位置（ 縦長）のみとし ます。彩色

画材は、自由です。

④第三者が知的財産権を保有する著作物を使用し ないでく ださ い。

⑤応募作品には、題名（ 作品のタ イト ル）、住所、氏名（ ふり がな）、年齢（ 生年月日）、学校名（ 学年）、

電話・ FA X番号、障害の有無・ 程度、その他参考となる事項を記入し た用紙を添付し てく ださ い。

応 募 方 法

最優秀賞に選定し た作品１ 点は、内閣府が作成する「 障害者週間」の広報用ポス

タ ーの原画とし て使用する予定です。
そ の 他

ホームページ　https://www.pref.saitama.lg.jp/a0604/shogaishashukan/r6.html
お問合せ　　　埼玉県障害者福祉推進課　電話　０４８－８３０－３３１０

令和６年７月１日（月）～令和６年９月４日（水）

※さいたま市内にお住まいの方で、さいたま市内に在学・在勤の方は、市の募集事業に応募してください。

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0604/shogaishashukan/r6.html


都 道 府 県・
指 定 都 市 名

担 当 窓 口 電 話 番 号

0 1 1 -2 0 4 -5 2 7 7北 海 道 保健福祉部福祉局障がい者保健福祉課

0 1 7 -7 3 4 -9 3 0 7青 森 県 健康医療福祉部障がい福祉課

0 1 9 -6 2 9 -5 4 4 8岩 手 県 保健福祉部 障がい保健福祉課

0 2 2 -2 1 1 -2 5 3 8宮 城 県 保健福祉部障害福祉課企画推進班

0 1 8 -8 6 0 -1 3 3 1秋 田 県 健康福祉部　 障害福祉課

0 2 3 -6 3 0 -3 3 0 3山 形 県 健康福祉部障がい福祉課障がい者活躍・ 賃金向上推進室

0 2 4 -5 2 1 -7 1 7 0福 島 県 保健福祉部障がい福祉課

0 2 9 -3 0 1 -3 3 5 7茨 城 県 福祉部障害福祉課

0 2 8 -6 2 3 -3 4 9 0栃 木 県 保健福祉部障害福祉課

0 2 7 2ー 2 6 -2 6 3 4群 馬 県 健康福祉部福祉局障害政策課

0 4 8 -8 3 0 -3 3 1 0埼 玉 県 福祉部障害者福祉推進課

0 4 3 -2 2 3 -2 3 3 8千 葉 県 健康福祉部障害者福祉推進課共生社会推進室

0 3 -5 3 2 0 -4 1 4 3東 京 都 福祉局障害者施策推進部企画課

0 4 5 -2 1 0 -4 7 0 3  神 奈 川 県 福祉子ども みら い局福祉部障害福祉課

0 2 5 -2 8 0 -5 2 1 1新 潟 県 福祉保健部　 障害福祉課

0 7 6 -4 4 4 -3 2 1 1富 山 県 厚生部障害福祉課

0 7 6 -2 2 5 -1 4 2 6石 川 県 健康福祉部障害保健福祉課

0 7 7 6 -2 0 -0 3 3 8福 井 県 健康福祉部障がい福祉課

0 5 5 -2 2 3 -1 4 6 0山 梨 県 福祉保健部障害福祉課

0 2 6-2 3 5-7 1 03長 野 県 健康福祉部 障がい者支援課

0 5 8-2 7 2-8 3 09岐 阜 県 健康福祉部障害福祉課

054 2ー 21 2ー 3 52静 岡 県 健康福祉部障害者政策課

0 5 2-9 5 4-6 2 94愛 知 県 福祉局福祉部障害福祉課　 業務・ 調整グループ

0 5 9－2 2 4 -2 2 7 4三 重 県 子ども・ 福祉部障がい福祉課社会参加班

0 7 7-5 2 8-3 5 48滋 賀 県 健康医療福祉部障害福祉課

0 7 5-4 1 4-4 5 99京 都 府 健康福祉部障害者支援課 スポーツ・ 文化芸術等社会活動推進係

0 6 -6 9 4 4-6 6 73大 阪 府 福祉部　 障がい福祉室　 障がい福祉企画課

0 7 8-3 6 2-9 1 04兵 庫 県 福祉部　 障害福祉課　 障害政策班

0 7 4 2 -2 7 -8 9 2 2奈 良 県 福祉医療部障害福祉課

0 7 3-4 4 1-2 5 30和 歌 山 県 福祉保健部福祉保健政策局障害福祉課

0 8 57 -2 6-7 6 75鳥 取 県 福祉保健部さ さ えあい福祉局障がい福祉課

0 8 52 -2 2-6 0 09島 根 県 健康福祉部障がい福祉課

0 8 6 2ー 2 6 -7 3 4 3岡 山 県 子ども・ 福祉部障害福祉課

0 8 2‐ 5 1 3-3 1 5 7広 島 県 健康福祉局障害者支援課

御応募・ お問合せは、 各都道府県・ 指定都市担当窓口までお願いいたし ます。

表　 彰

令和６ 年度「 心の輪を 広げる 体験作文」及び「 障害者週間のポスタ ー」募集 都道府県・ 指定都市担当窓口一覧

①応募さ れた作品は、都道府県又は指定都市から 内閣府に推薦さ れ、「 作文」については、区分ごとに最優秀賞１編、優秀賞３編及び佳作５編程度

を選定し 、「 ポスタ ー」については、区分ごとに最優秀賞１点、優秀賞１点及び佳作５点程度を選定します。

②最優秀賞受賞者に対しては内閣総理大臣からの賞状及び表彰楯を、優秀賞受賞者に対しては内閣府特命担当大臣から の賞状及び表彰楯を、

佳作受賞者に対しては内閣府政策統括官（ 共生・ 共助担当）からの表彰楯を贈ります。

③より多く の方に受賞の機会を設けるため、「 作文」及び「 ポスタ ー」のいずれにおいても 、過去を通して入賞は一度限りとします。

　（ 応募を妨げるも のではありません。）

入賞作品の

活用等

①入賞作品は、作品集や内閣府ホームページ、障害者白書等に掲載し 、全国的な啓発広報に活用します。

②内閣府に推薦のあった作品の著作権は、内閣府に帰属します。

③個人情報は連絡等のみに使用しますが、内閣府に推薦のあった作品の応募者の氏名、学校名、学年又は年齢等については、広報や作品集等に

使用・ 掲載すること があります。

主　 催 内閣府、都道府県及び指定都市（ 後援：こども 家庭庁、文部科学省、厚生労働省）

問合せ先
各都道府県・ 指定都市の担当窓口（ 以下一覧）又は、令和6 年度「 障害者週間」関係事業事務局

〒1 0 2 -0 0 9 4  東京都千代田区紀尾井町1 -9  株式会社 ラ イ ダース・ パブリ シティ 内

電話： 0 3 -5 2 7 5 -3 3 3 1 　 FA X： 0 3 -5 2 7 5 -3 3 3 7 　 Em a i l： s-syu k a n＠rid e rs .co . j p

都 道 府 県・
指 定 都 市 名

担 当 窓 口 電 話 番 号

0 8 3 -9 3 3 -2 7 6 5山 口 県 健康福祉部障害者支援課

0 8 8 -6 2 1 -2 2 3 6徳 島 県 保健福祉部障がい福祉課

0 8 7 -8 3 2 -3 2 9 1香 川 県 健康福祉部障害福祉課

0 8 9 -9 1 2 -2 4 2 3愛 媛 県 保健福祉部生きがい推進局障がい福祉課

0 8 8 -8 2 3 -9 6 3 3高 知 県 子ども・ 福祉政策部障害福祉課

0 9 2 -6 4 3 -3 2 6 4福 岡 県 福祉労働部障がい福祉課

0 9 5 2 -2 5 -7 1 4 3佐 賀 県 健康福祉部障害福祉課 企画担当

0 9 5 -8 9 5 -2 4 5 1長 崎 県 福祉保健部障害福祉課

0 9 6 -3 3 3 -2 2 3 5熊 本 県 健康福祉部子ども・ 障がい福祉局障がい者支援課

0 9 7 -5 0 6 -2 7 2 5大 分 県 障害者社会参加推進室

0 9 8 5 -3 2 -4 4 6 8宮 崎 県 福祉保健部障がい福祉課

0 9 9 -2 8 6 -2 7 4 6鹿 児 島 県 保健福祉部障害福祉課障害者支援室地域生活支援係

0 9 8 -8 6 6 -2 1 9 0沖 縄 県 生活福祉部障害福祉課

0 1 1‐ 2 1 1‐ 2 9 3 6札 幌 市 保健福祉局障がい保健福祉部障がい福祉課事業管理係

0 2 2 -2 1 4 -8 1 5 1仙 台 市 健康福祉局障害福祉部障害企画課

0 4 8 -8 2 9 -1 3 0 6さ い た ま 市 福祉局障害福祉部障害政策課ノ ーマライゼーショ ン推進係

0 4 3 -2 4 5 -5 1 7 5千 葉 市 保健福祉局高齢障害部障害者自立支援課

0 4 5 -6 7 1 -3 5 9 8横 浜 市 健康福祉局障害福祉保健部障害施策推進課

0 4 4 -2 0 0 -2 6 7 6川 崎 市 健康福祉局障害保健福祉部障害者社会参加・ 就労支援課

0 4 2 -7 0 7 -7 0 5 5相 模 原 市 健康福祉局地域包括ケア推進部高齢・ 障害者福祉課

0 2 5 -2 2 6 -1 2 4 8新 潟 市 福祉部障がい福祉課

0 5 4 -2 2 1 -1 1 9 7静 岡 市 保健福祉長寿局健康福祉部障害福祉企画課

0 5 3 -4 5 7 -2 8 6 4浜 松 市 健康福祉部障害保健福祉課

0 5 2 -9 7 2 -2 5 8 5名 古 屋 市 健康福祉局障害福祉部障害企画課

0 7 5 -2 2 2 -4 1 6 1京 都 市 保健福祉局　 障害保健福祉推進室

0 6 -6 2 0 8 -7 9 9 2大 阪 市 福祉局障がい者施策部障がい福祉課

0 7 2 -2 2 8 -7 8 1 8堺 　 　 　 市 健康福祉局　 障害福祉部　 障害施策推進課

0 78 3ー 2 2 -6 57 9神 戸 市 福祉局障害福祉課

0 8 6 -8 0 3 -1 2 3 6岡 山 市 保健福祉局障害・ 生活福祉部障害福祉課

0 8 2 -5 0 4 -2 1 4 7広 島 市 健康福祉局障害福祉部障害福祉課

0 9 3 -5 8 2 -2 4 5 3北 九 州 市 保健福祉局障害福祉部障害福祉企画課

0 9 2 -7 1 1 -4 9 8 5福 岡 市 福祉局障がい者部障がい者支援課

0 9 6 -3 6 1 -2 5 1 9熊 本 市 健康福祉局障がい者支援部障がい福祉課


